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第３節 広域停電等事故対策計画 

第１ 計画の方針 

本市を含む広域な範囲で停電事故が発生した場合、東京電力パワーグリッド株式会社埼玉総支

社は復旧に全力をあげるとともに、市は、東京電力パワーグリッド株式会社埼玉総支社、国、

県、その他防災関係機関と連携して、二次災害の発生予防、応急対策の実施に努める。 

 

第２ 広域停電等事故対策計画 

１．活動体制の確立 

(1) 通報・連絡 

東京電力パワーグリッド株式会社埼玉総支社は、本市を含む広域な範囲で停電事故が発生し

た場合、その被害状況、復旧の見通し等を速やかに総括班に連絡する。 

 

(2) 活動体制の確立 

① 本市の活動体制 

(ｱ) 市域内において広域停電事故が発生し、復旧に長時間を要するなど住民生活に大きな影

響が発生するおそれがあり、複数の関係機関にわたって情報の収集・伝達、各部局間の

連絡・調整が必要と判断した場合、市長は必要に応じて災害警戒本部又は災害対策本部

等の設置を行う。 

(ｲ) 総括班は、災害対策本部等を設置したときは、関係部にその旨通報を行い、連絡体制を

確立する。 

(ｳ) 管財班は、自家発電設備の稼働により、庁舎機能の確保に努める。 

(ｴ) 情報システム班は、情報システムの保全に努める。 

(ｵ) 交通班は、信号機の停止等に対処するため、蕨警察署と協力して交通整理・交通規制を

行うとともに、夜間においては、防犯パトロールを実施する。 

(ｶ) 災害警戒本部又は災害対策本部が設置された場合、「第１章 風水害対策計画 第１節 

活動体制計画」に基づき、各班による応急救助等の対策を実施する。 

② 東京電力パワーグリッド株式会社埼玉総支社の活動体制 

(ｱ) 災害時における電気施設の保全及び被害の復旧は、東京電力パワーグリッド株式会社

埼玉総支社の災害対策規定等に定めるところに従い、迅速に復旧対策を行う。 

(ｲ) 東京電力パワーグリッド株式会社埼玉総支社は市と連絡を密にとり、復旧活動を実

施する。必要な情報は、互いに共有を図り、相互の情報交換を行う。 

(ｳ) 東京電力パワーグリッド株式会社埼玉総支社は、被害状況に基づいて復旧計画を策

定する。各施設の復旧は、原則としてあらかじめ定められた優先順位に基づくが、被害

状況や復旧の難易度等を考慮し、供給上効果が大きいものから行う。 
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２．情報の収集・伝達 

広域停電事故が発生した場合に防災関係機関が行う被害情報等の収集・伝達体制は以下のとおりと

する。 

(1) 東京電力パワーグリッド株式会社埼玉総支社 

東京電力パワーグリッド株式会社埼玉総支社は、広域停電事故が発生した場合、停電状況、

復旧状況等を定期的に総括班に連絡する。 

(2) 市の情報収集・伝達 

① 市職員による現地被害調査、住民からの情報を収集し、東京電力パワーグリッド株式会社

埼玉総支社に情報を提供する。同時に東京電力パワーグリッド株式会社埼玉総支社からも、

収集している情報を入手する。 

② 総括班は、関係各部・各機関から被害状況、復旧情報等を入手し、総合的な被害状況把握

を行う。 

③ 総括班は、広域停電事故の状況を取りまとめて、県に報告する。 

３．災害広報対策 

(1) 東京電力パワーグリッド株式会社埼玉総支社は、広域停電事故により影響を受ける住民へ

の不安を解消するために、対応窓口を明確にしたうえで情報提供を行うとともに、適切に対応

する。 

(2) 総括班は、防災行政無線（固定系）、ホームページ、防災情報メール、緊急速報メール、

ソーシャルネットワーキングサービス（SNS）、L アラート(災害情報共有システム)等に

より、東京電力パワーグリッド株式会社埼玉総支社より得られた情報（被害状況・復旧見

込み等）について住民に広報を行う。 

(3) 東京電力パワーグリッド株式会社埼玉総支社は、市及び県と連携し、被害状況や詳細な復

旧情報（いつまでに、どの地区で、どの程度）等をテレビ、ラジオ等の報道機関、ホームペー

ジ、広報車等を通して住民に伝達する。 

４．被災者救出活動 

(1) 救出・救助活動 

① 警防班は、１１９番通報、総括班等からの連絡等により被害状況を的確に把握し、救助体

制、避難誘導等を整え、収集した被害情報を相互に連絡する。 

② 消防署班は、広域停電に伴うエレベータ事故等の多発により多数の要救出・救助者が発生

した場合、エレベータ管理会社等と連携して救出活動を実施する。 

(2) 救急活動 

消防署班は、市内医療機関等の停電による影響の程度を把握し、救急搬送による傷病者の受

け入れ状況を確認する。 

５．緊急避難対策 

広域停電事故の発生等により、災害時要配慮者等を保護する必要が発生した場合には、自家発電
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設備等を設置した公共施設を避難所等として開設し、避難者を収容する。 

避難所等の開設及び管理運営は、「第１章 風水害対策計画 第１０節 避難対策計画 第３ 

避難所の設置・運営」に準ずる。 
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第４節 放射性物質及び原子力発電所事故等災害対策計画 

第１ 計画の方針 

市において、原子力事故による放射性物質の降下等が発生し、又はそのおそれがある場合、国、県、

原子力事業者、その他防災関係機関と連携し、被害を軽減するため迅速な空間放射線量モニタリング、

避難措置、除染活動等の対策を実施する。 

 

第２ 応急対策 

１．情報収集・連絡、緊急連絡体制及び活動体制 

(1) 原子力事故（特定事象又は緊急事態）に関する情報について、県の通報等により速やかに入手

する。 

(2) あらゆる手段を講じて情報収集に努め、県が入手した情報についても、適宜提供を受けるとと

もに、県及び関係市町村が行う応急対策活動状況、被害状況等の情報を把握し、相互の連絡を

密にする。 

(3) 市は継続して市内の空間放射線量モニタリングを実施するとともに、測定結果を公表する。 

(4) 県等を通じ放射線や気象情報の入手に努め、住民等に広報する。また、県が本市において可搬

式のモニタリング機器を設置する場合等、緊急時モニタリングの実施に協力する。 

(5) 市長は、収集した情報等から、市内に影響が及ぶと判断される場合、災害対策本部を設置し、

速やかに県に対し設置状況等を報告するとともに、関係機関等との連携のもと、災害応急活動

を円滑に行う体制を整える。 

 

２．住民等への的確な情報伝達活動 

(1) 住民への的確な情報の伝達 

市は県、国、関係機関と連携し、住民に対し、放射性物質の拡散による市への影響程度や、

放射線量等の測定結果、国が定める各種基準値に基づく住民の健康への影響の程度、国や県、

市、その他防災関係機関の応急対策の実施状況等、住民に対して的確な情報を伝達する。 

(2) 関係者等からの問合せに対する対応 

市は、必要に応じ、発災後速やかに住民や関係者等からの問合せに対応する窓口を設置する

とともに、必要な人員の配置等の整備を図る。また、効果的・効率的な情報の収集・整理並び

に提供に努める。 
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３．屋内退避、コンクリート屋内退避又は避難 

市は、内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を発出し、内閣総理大臣から屋内退避又は避難に関する

指示があったとき、又は核燃料物質等からの放射線の放出に伴う放射線被ばくから住民を防護するた

めに必要があると判断するときは、「屋内退避」又は「避難指示」の措置を講ずる。 

この場合、放射線の影響を受けやすい乳幼児、児童、妊産婦及びその付添人を優先し、さらに高齢

者、障害者、外国人その他災災害時要配慮者にも十分配慮する。 

住民等の屋内退避、避難の基準については、当面、事故継続等の長期的な緊急時の状況において、

国から示された計画的避難区域の設定を目安とし、幼児・児童・生徒が校庭・園庭で活動する際に利

用時間の制限を加えるべき目安に準拠し、適切に対応する。 

(1) 市長は、防災機関等からの情報により、屋内退避等が必要と認められた場合、住民等に対して

自宅等の屋内に退避するなどの指示を行う。 

(2) 市は、住民等の避難誘導に当たっては県と協力し、避難所の所在、避難路の状況、災害の概要

その他の避難に関する情報の提供に努める。 

(3) 関係市町村の住民がその地域を越えて屋内退避又は避難を行う必要が生じた場合において、県

から収容施設の供与その他の災害救助の実施に協力するよう指示を受けた場合は、これに協力

する。 

(4) 新型コロナウイルス感染症を含む感染症の流行下において原子力災害が発生した場合、避難又

は一時移転を行う際には、指定避難所や避難車両等における感染者とそれ以外の者との分離、

ソーシャルディスタンスの距離の確保、マスクの着用、手洗いなどの手指衛生等の感染対策を

実施する。 

 

■避難等に関する防護措置の基準 

防護措置 基準の種類 基準の概要 基準値 （※） 防護措置の概要 

緊急防護措
置 

OIL1 

地表面からの放射線、再
浮遊した放射性物質の吸
入、不注意な経口摂取によ
る被ばく影響を防止するた
め、住民等を数時間内に避
難や屋内退避等させるため
の基準。 

500μSv/h 

数時間内を目途に区域を
特定し、避難等を実施。(移
動が困難な者の一時屋内退
避を含む） 

早期防護措
置 

OIL2 

地表面からの放射線、再
浮遊した放射性物質の吸
入、不注意な経口摂取によ
る被ばく影響を防止するた
め、地域生産物の摂取を制
限するとともに、住民等を
１週間程度内に一時移転さ
せるための基準。 

20μSv/h 

１日内を目途に区域を特
定し、地域生産物の摂取を
制限するとともに１週間程
度内に一時移転を実施。 

出典：「原子力災害対策指針」、原子力規制委員会 
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※地上１ｍで計測した場合の空間放射線量率 

４.警戒区域の設定 

市長は、事業者の原子力防災管理者からの事故情報、緊急時モニタリングの結果、専門家の助言等

に基づき、予測線量当量が前表に掲げる線量に達するか、又は達するおそれがあると予測される地域

について、屋内退避、避難を行う区域（警戒区域）を指定する。 

また、市長は、警戒区域を設定した場合、近隣自治体に通知するとともに、必要な屋内退避、又は

避難の措置を、住民に講ずるよう指示等する。 

 

５.緊急輸送活動 

市及び防災関係機関は、他地域からの緊急輸送を含め、円滑な避難の実施を確保するため、相互に

連絡・調整を行う。警察は、被害の状況、緊急度、重要度を考慮して交通規制を行う。 

 

６.住民の健康調査等 

市は県と協力して、退避・避難した住民に対して、必要に応じ健康調査を実施し、住民の健康維持

と人心の安定を図る。  

また、緊急被ばく医療が必要と認められる者に対しては、「総則及び災害予防計画編 第２編 災

害予防計画 第 1 章 災害に強いまちづくり 第 14 節 放射性物質及び原子力発電所事故等災害予防

計画 第２ 計画の内容 ３．緊急被ばく医療体制等の整備」にて把握する医療機関と連携を図り、

収容等を行う。 

なお、この場合において、搬送等を行う場合は、二次汚染に十分配慮し、実施する。 

 

７.飲食物の摂取制限等 

(1) 汚染水源の使用禁止及び汚染飲料水の飲用禁止の措置等 

市は、県及び国の指導・助言、指示及び放射性物質による汚染状況調査に基づき、国が示す

食品中の放射性物質に係る規格基準を超え、又は超えるおそれがあると県が認め指示を行った

場合、汚染水源の使用禁止、汚染飲料水の飲用禁止の措置及び汚染食品の摂取制限等必要な措

置を講ずる。 

現時点においては、汚染された飲食物の摂取制限に関する指標として、原子力規制委員会に

より示された基準値（経口摂取による被ばく影響を防止するため、飲食物の摂取を制限する際

の基準）があるが、事故発生時には、その時点で国が示す基準による。 
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■飲食物摂取制限に関する基準 

核 種 摂取制限に関する基準値（Bq/kg） 

放射性ヨウ素 
（混合核種の代表核種：131I） 

飲料水・牛乳・乳製品 300 

野菜類、穀類、肉、卵、魚、その他 2,000 

放射性セシウム 
飲料水・牛乳・乳製品 200 

野菜類、穀類、肉、卵、魚、その他 500 

ウラン 
飲料水・牛乳・乳製品 20 

野菜類、穀類、肉、卵、魚、その他 100 

プルトニウム及び超ウラン元素のアルファ核種 
(238Pu,239Pu,240Pu,242Pu,241Am,242Cm， 

243Cm,244Cm放射能濃度の合計） 

飲料水・牛乳・乳製品 1 

野菜類、穀類、肉、卵、魚、その他 10 

出典：「原子力災害対策指針」、原子力規制委員会 

 

なお、福島第一原子力発電所の事故による原子力緊急事態宣言の解除後、平成 24 年 4 月 1 日

より、食品中の放射性セシウムについて、厚生労働省により以下の基準値が設定・運用されて

いる。 

 

■食品中の放射性物質に係る規格基準 

核 種 
厚生労働省による食品中の放射性物質に係る規格基準

（Bq/kg） 

放射性セシウム 

飲料水 10 

乳児用食品 50 

牛 乳 50 

一般食品 100 

出典：食品中の放射性物質に係る基準値の設定、厚生労働省 

 

(2) 農林畜水産物の採取及び出荷制限 

市は、国の指導・助言及び指示に基づき、県が農林水産物の生産者、出荷機関及び市場の責

任者等に汚染農林水産物の採取、出荷制限等の措置を行った場合、又は市にこれらの措置を指

示した場合は、これに協力する。 
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第３ 飲料水の供給 

原子力事故による放射性物質の降下等により、市の水道水源が汚染され、国が示す放射性セシウム

等の放射性物質の摂取基準値を超えた場合、市は住民に対し水道水の飲用を自粛するよう広報を行う

とともに、応急給水を実施する。 

応急給水は、水道班により、「第１章 風水害対策計画 第１５節 飲料水・食料・生活必需品の供

給計画 第２ 給水計画」に基づき、非常災害用井戸を開設し、水質検査による安全確認を行い、水を

応急給水するほか、物資班により、備蓄又は調達による飲料水（ペットボトル）の配給を行う。必要

量を確保できないときは、他の水道事業体、又は県に速やかに応援を要請する。 

なお、応急給水は、乳児用の飲料水を必要とする住民への配給を優先して実施する。 

 

第４ 放射性物質による汚染の除去等 

市は、国が示す追加被ばく線量等に関する基準に応じ、国、県、原子力事業者及び防災関係機関、

住民・事業者等と協力して、放射性物質に汚染された物質の除去及び除染作業を行う。 

 

第５ 広域避難における被災者の受入 

原子力事故災害の被災自治体から直接、又は県を通じて被災者の受入を要請された場合、直ちに避

難できる場所を設けるなど、受入体制を整備し、被災者の受入を行う。 

移送された被災者が避難した場所の運営は、移送元の他市町村が行い、市はその運営に協力する。 

また、被災市町村と連携し、受け入れた被災住民の状況の把握と、被災住民が必要とする情報を確

実に提供できる体制の整備に努めるとともに、その生活支援に努める。 

 

第６ 風評被害対策 

市は、国及び県と連携し、原子力災害等による風評被害等の未然防止又は影響の軽減を図るため、

放射能・放射線の影響に対する安全性確認結果等に関する広報に努め、農林水産業、地場産業の商品

等の適正な流通の促進のための広報活動を行う。 

 

 



 

戸田市地域防災計画 災害応急対策計画編（風水害・事故対策編） 

 

第２章 事故災害対策計画  第５節 道路災害対策計画 

1-196 

第５節 道路災害対策計画 

第１ 計画の方針 

自動車専用道路や一般道における車両の衝突、車両火災等により、多数の死傷者等が発生し、又は

発生するおそれがある場合、市、市消防本部等は、道路管理者、国、県、その他防災関係機関と連携

し、迅速かつ的確な救急・救助活動、医療活動、消火活動等必要な応急対策を実施する。 

 

第２ 道路災害応急対策 

１．発災直後の情報の収集・連絡及び通信の確保 

(1) 災害情報の収集・連絡 

市は、人的被害状況等の被害情報を収集するとともに、被害規模に関する概括的情報を含め、

収集した被害情報を直ちに県に連絡する。 

 

(2) 応急対策活動情報の連絡 

市は、県に応急対策活動の実施状況、災害対策本部の設置状況等を連絡するとともに、応援

の必要性を連絡する。 

市、県及び防災関係機関は、災害発生後は直ちに、災害情報連絡のための通信手段を確保す

る。 

 

２．活動体制の確立 

市は、発災後速やかに職員の非常参集を行い、被害情報等の収集活動に努めるとともに、応急対策

を検討し、必要な措置を講ずる。 

また、市は、大規模な道路災害が発生した場合には、災害対策本部を設置し、県に対し設置状況等

を報告するとともに、県及び関係機関等との連携のもと、応急対策活動を円滑に行う体制を整える。 

 

３．緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動 

市は、県と協力し車両やヘリコプター等による輸送手段を状況に応じ確保し、被害の状況、緊急度、

重要度を考慮し、的確かつ効果的な緊急輸送活動を行う。 

 

４．住民等への的確な情報伝達活動 

(1) 住民への的確な情報の伝達 

市は、住民に対し、道路災害の状況、安否情報、道路施設等の復旧状況等の情報を伝達する。 

(2) 関係者等からの問合せに対する対応 

市は、必要に応じ、発災後速やかに住民や関係者等からの問合せに対応する窓口を設置する

とともに、必要な人員の配置等の整備を図る。また、効果的・効率的な情報の収集・整理並び

に提供に努める。 
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第６節 鉄道事故・施設災害対策計画 

第１ 計画の方針 

東日本旅客鉄道株式会社は、突発的鉄道事故が発生した場合に、旅客の生命・身体・財産を保護す

るための措置を講ずるとともに、関係機関が緊密に連携して輸送業務の早期復旧を図る。 

 

第２ 鉄道事故応急対策 

１．活動体制の確立 

市は、市域で鉄道事故が発生した場合、法令、県防災計画等の定めるところにより、県、近隣自治

体、指定地方行政機関並びに区域内の公共的団体、住民等の協力を得て、応急対策の実施に努める。 

 

２．情報収集 

市は、市域内で鉄道事故が発生したときは、東日本旅客鉄道株式会社と連絡体制を構築し、速やか

にその被害状況に関する情報を収集する。 

また、その被害状況を取りまとめて県に報告するとともに、応急対策に関して市の既に措置した事

項及び今後の措置に関する事項について報告する。 

 

３．避難誘導 

鉄道事故が発生し、災害現場周辺の住民の生命財産に危害が及ぶ場合、市長、警察官等は、「第１

章 風水害対策計画 第１０節 避難対策計画 第２ 避難活動」に準じ、避難指示を行う。 

 

４．救出、救助 

市は、東日本旅客鉄道株式会社と連携し、消防本部、消防署等の消防機関を主体とした救出、救助

活動に当たるとともに、必要に応じて応援要請を行う。 

 

５．消火活動 

鉄道災害は、集団的死傷者の発生が予想され、市街地での脱線、転覆等の場合には、火災面積が広

域に及ぶ危険性があるため、消防署班は、人命の安全確保を最優先として消火活動を実施する。 

 

６．住民等への的確な情報伝達活動 

(1) 住民への的確な情報の伝達 

市は、住民に対し、鉄道災害の状況、安否情報、鉄道施設等の復旧状況等の情報を伝達する。 

(2) 関係者等からの問合せに対する対応 

市は、必要に応じ、発災後速やかに住民や関係者等からの問合せに対応する窓口を設置する

とともに、必要な人員の配置等の整備を図る。また、効果的・効率的な情報の収集・整理並び

に提供に努める。
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第７節 航空機事故対策計画 

第１ 計画の方針 

本市の地域において航空運送事業者の運行する航空機の墜落等の大規模な航空事故により多数の死

傷者等が発生し、又は発生するおそれがある場合、市、消防本部等は、国、県、その他防災関係機関

と連携し、迅速かつ的確な捜索活動、救助・救急活動、消火活動等必要な応急対策を実施する。 

 

第２ 航空機事故応急対策 

１．活動体制の確立 

市は、市域で航空機事故が発生した場合、法令、県防災計画等の定めるところにより、県、近隣自

治体、指定地方行政機関並びに区域内の公共的団体、住民等の協力を得て、応急対策の実施に努める。 

 

２．情報収集 

市は、当該市域内に航空機事故が発生したときは、速やかにその被害状況を取りまとめて県に報告

するとともに、応急対策に関して市の既に措置した事項及び今後の措置に関する事項について報告す

る。 

 

３．避難誘導 

航空機事故が発生し、災害現場周辺の住民の生命財産に危害が及ぶ場合、市長、警察官等は、「第

１章 風水害対策計画 第１０節 避難対策計画 第２ 避難活動」に準じ、避難指示を行う。 

 

４．救出、救助 

消防署班は、救出、救助活動に当たるとともに、協力者の動員を行う。 

 

５．消火活動 

消防署班は、航空機が市街地に墜落した場合、火災面積が広域に及ぶ危険性があるため、人命の安

全確保を最優先として消火活動を実施する。 

 

６．住民等への的確な情報伝達活動 

(1) 住民への的確な情報の伝達 

市は、住民に対し、航空機事故の状況、安否情報、周辺の被害状況等の情報を伝達する。 

(2) 関係者等からの問合せに対する対応 

市は、必要に応じ、発災後速やかに住民や関係者等からの問合せに対応する窓口を設置する

とともに、必要な人員の配置等の整備を図る。また、効果的・効率的な情報の収集・整理並び

に提供に努める。 
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第８節 竜巻・突風等対策計画 

第１ 計画の方針 

局地的に甚大な被害をもたらす竜巻や突風等が発生、又は発生する可能性が高まった際、市は、

県、その他防災関係機関と連携し、迅速かつ的確な情報の伝達を行い、適切な避難行動を促すととも

に、被害の状況に応じた救急救助活動等必要な応急対策を実施する。 

 

第２ 竜巻・突風等応急対策 

１．活動体制の確立 

市は、市域で竜巻や突風等が発生、又は発生する可能性が高まった際、情報収集及び伝達体制を速

やかに確立するとともに、被害の発生に備え、消防本部及び関係機関と連携し、救急救助活動体制を

整備する。 

 

２．情報収集及び伝達 

市は、熊谷地方気象台が発表する気象情報を基に、住民が主体的に状況を判断し、適切な避難等の

対処行動を行うために必要な情報を、防災行政無線、ホームページ、防災情報メール、緊急速報メー

ル、ソーシャルネットワーキングサービス（SNS））、L アラート(災害情報共有システム)等、多様

な伝達手段により迅速に発信する。 

その際、可能な範囲で、住民が対処行動をとりやすいよう、情報の付加等を行うことが望ましい。 

■情報の付加に係る参考（竜巻等突風対策局長級会議報告（平成24年8月15日） 

(A)「竜巻」の注意喚起を含む気象情報及び雷注意報発表時における対応(竜巻に関する情報・状況の確
認) 

○「竜巻」の注意喚起を含む気象情報及び雷注意報が発表された場合には、気象の変化及び竜巻注意
情報等のその後の防災気象情報の発表について注意する。 

○なお、竜巻注意情報の前に発表される気象情報及び雷注意報において、「竜巻」の注意喚起を含む
情報が発表された場合は、大気の状態が不安定で、竜巻等突風のみならず、落雷、降ひょう、急な
強い降雨等が発生する可能性がある。 

 

(B) 竜巻注意情報発表時における対応(竜巻に関する情報・状況の確認) 

○竜巻注意情報が当該市町村の属する都道府県に発表された場合、気象の変化に注意するとともに、
竜巻発生確度ナウキャストを確認する。 

○気象の変化については、空を見て、空が急に暗くなる、雷が鳴る、大粒の雨やひょうが降り出す、
冷たい風が吹き出す等の積乱雲が近づく兆しがないか、注意する。強い降水域の接近については気
象レーダー画像で確認できる。 

○竜巻発生確度ナウキャストを用い、当該市町村が、実況及び予測で発生確度２、発生確度１、発生
確度表示なしのいずれの状況なのか確認する。なお、竜巻発生確度ナウキャストは、10 ㎞格子単
位の表示であるため、当該市町村が発生確度１又は２の範囲に含まれているかどうかは目視により
判断する。 

（情報伝達） 

○多くの人が集まったり、安全確保に時間を要したりする学校、社会福祉施設、集客施設等の管理者
等へ既存の連絡体制や同報メール、同報ファックスを用いて情報伝達を行う。 
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(C) 当該市町村内において気象の変化が見られ、かつ竜巻発生確度ナウキャストで発生確度２の範囲に
入ったときにおける対応 

（情報伝達） 

○当該市町村内において、気象の変化（「空が急に暗くなる、雷が鳴る、大粒の雨やひょうが降り出
す、冷たい風が吹き出す」等の積乱雲が近づく兆し）が見られ、かつ竜巻発生確度ナウキャストで当
該市町村が発生確度２の範囲に入った場合に、住民に対して防災行政無線や登録型防災メール等を用
いて情報伝達を行う。 

○情報伝達の内容としては、竜巻等突風への注意喚起（竜巻注意情報が発表された、気象の変化が見ら
れた等）、及び住民の対処行動の２点がある。以下に情報伝達の例文を示す。 

（例文）現在、竜巻注意情報が発表され、○○市内において、竜巻などの突風が発生する可能性が
高くなっています。雷や風が急変するなど積乱雲が近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に
移動するなど、安全確保に努めてください。 

 

(D) 当該市町村内において竜巻が発生したときにおける対応 

（情報伝達） 

○当該市町村内及び周辺において竜巻の発生したことを当該市町村が確認した場合は、防災行政無線や
登録型防災メール等を用いて住民へ情報伝達を行う。 

○情報伝達の内容としては、竜巻が発生した旨、及び住民の対処行動の２点がある。以下に情報伝達の
例文を示す。 

（例文）先ほど、○○市内に竜巻が発生したもようです。大粒の雨が降り出す、雷や風が急変する
など積乱雲が近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてくだ
さい。竜巻が接近するのを確認した場合には、直ちに窓のない部屋等へ移動し、低くかがんで頭
と首を守るなど、安全確保に努めてください。（竜巻の特徴は、地上から雲の底に伸びた渦や飛
散物が筒状に舞い上がることが見えたり、ゴーというジェット機のようなごう音がする、気圧の
変化で耳に異常を感じることなどです。） 

 

 

３．救急・救助 

市は、消防本部、消防署等の消防機関を主体とした救急救助活動に当たるとともに、被害の規模に

応じて、「災害応急対策計画編（震災対策編）第１編災害応急対策計画（震災対策）第１章第１１節 

救急救助・医療救護計画」に準じた救急救助活動を行う。 

 

４．被災者支援 

市は、竜巻・突風等の被災者に対し、避難所を開設し収容するとともに、迅速な被害認定及びり災

証明書の発行に努め、県と連携し被災住宅の応急修理、応急住宅の供給等、住民の早期の生活再建に

向けた取組を進める。 
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第９節 雪害対策計画 

第１ 計画の方針 

大雪に際し、市、県をはじめとする防災関係機関が応急対策活動を迅速かつ的確に実施するため、

雪害の規模、程度等に応じた組織の配備、運営等について体制を確立する。 

また、道路等の除雪を実施し、交通及び緊急輸送活動の確保を行うことにより、住民の日常生活及

び社会経済活動の安定並びに防災関係機関の円滑な応急対策の実施を図る。 

 

第２ 雪害応急対策 

１．活動体制の確立 

降雪・積雪の状況及び気象注警報の発表状況に応じて、職員の参集、情報連絡体制の確立、災害対

策本部の設置等、必要な措置を講ずる。なお、降雪・積雪の規模により災害対策本部の設置には至ら

ないが応急対策が必要な場合等については、風水害対策計画に準じ適切な体制をとる。 

 

２．交通確保・緊急輸送活動 

救援体制及び緊急輸送を確保するために県及び県警察本部が行う一般車両の交通規制の実施に当た

り、必要な協力を行うとともに、降雪・積雪の状況、緊急度及び重要度を考慮し、除雪、交通規制、

応急復旧及び輸送活動を行う。 

また、道路、鉄道交通等を確保するため、各施設の管理者等は必要な連絡をとりながら連携して、

除雪、障害物の除去、応急復旧等の必要な措置を実施する 

 

３．除雪の実施 

市は、県や道路管理者、埼玉県建設業協会、同さいたま支部、戸田市建設業協会等、関係機関と連

携し、市内の道路網の除雪体制の構築を図り、必要に応じ住民の除雪を支援する。 

また、円滑な除雪作業の実施のため、自家用車の使用自粛や路上駐車の禁止、雪下ろし中の転落事

故等の防止に十分留意すること等、必要な事項について住民へ広報する。 

民有地の除雪は住民、事業者による対応が原則であるが、異常な積雪時には、高齢者世帯等、自身

による除雪が困難な場合、地域コミュニティの協力を得て除雪を進め、二次災害の防止に努める。 

 

４．住民等への的確な情報伝達活動 

(1) 住民への的確な情報の伝達 

市は、住民に対し、降雪による交通状況等を含む被害状況、今後の降雪の見込み等の気象情

報、除雪等の応急対策の実施状況を伝達する。 

(2) 関係機関等からの問合せに対する対応 

市は、必要に応じ、住民や関係機関等からの大雪に関する問合せに対応する窓口を設置し、

必要な人員配置等の整備を図る。また、効果的・効率的な情報の収集・整理並びに提供に努め

る。 
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第１０節 文化財災害対策計画 

第１ 計画の方針 

市内に存在する貴重な文化財を正しく後世に伝えるため、災害から保護・保全するための対策につ

いて定める。また、文化財そのものを保護するための防災対策はもちろん、文化財保護に関する住

民の意識を広め、高めるための施策も併せて実施する。 

 

第２ 文化財災害応急対策 

１．指定文化財への対策 

(1) 県指定等文化財 

市内に所在する文化財の被害状況を把握し、速やかに県教育委員会に報告するとともに、可

能な限り被災文化財の保護・救出活動に当たる。併せて、被災文化財に係る応急的措置及び修

理について、関係諸機関と連絡・調整を図り、所有者又は管理責任者に対する指導・助言の仲

立ちをする。 

 

(2) 市指定等文化財 

文化財の被害状況把握を行うとともに、可能な限り被災文化財の保護・救出等の活動に当た

る。併せて、応急的措置及び修理についての助言・指導を行い、必要に応じて所有者・管理責

任者からの相談や協力要請に応じる。 

 

２．住民・文化財所有者等の役割 

(1) 住民の役割 

文化財に被害が見られた場合には、所有者又は関係機関等へ可能な限り連絡を行うとともに、

危険のない範囲で、被災文化財救出活動等への参加・協力を行う。 

 

(2) 文化財所有者、管理責任者の役割 

危険のない範囲で、被災文化財の保護・救出等に当たるとともに、市教育委員会等の関係機

関へ被害状況を報告し、応急的処置及び修理についての協力や指示を仰ぐ。 

学校教育班、図書館・郷土博物館班は、文化財の被害状況を把握し、必要に応じて被災文化

財に係る種々の相談や協力要請に応じる。 

 

３．文化財の応急対策 

学校教育班、図書館・郷土博物館班は、文化財の被害状況を把握し、文化財に被害が発生したとき

には、県教育委員会へ報告し、文化財防災ウィール（文化庁のマニュアル）等に基づき必要な措置を

講ずる。 

文化財等の管理者は、施設利用者の安全確保及び施設の保全を図るとともに、応急対策を行い被害

の軽減に努める。 
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(1) 地震発生直後は、施設利用者を安全な場所に避難誘導させる。 

(2) 負傷者の有無を確認し必要な措置を講ずる。 

(3) 報道機関の情報を収集し、関係機関と連絡をとり情報把握に努める。 

(4) 速やかに被害状況を把握し、市教育委員会へ報告する。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

第２編 災害復旧計画 
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第１章 迅速な災害復旧 

第１節 災害復旧事業 

第１ 災害復旧事業計画の作成 

市は、災害応急対策を講じた後に、被害の程度を十分調査・検討し、次の基本方針に基づいて、

それぞれが所管する公共施設に関する災害復旧事業計画を作成する。 

 

■災害復旧事業計画の基本方針 

(1) 災害の再発防止 

被災原因、被災状況等を的確に把握し、災害の再度防止に努めるよう関係機関と十分連絡調整を図
る。 

(2) 事業期間の短縮 

被災状況を的確に把握し、速やかに効果があがるよう関係機関と十分連絡調整を図り、事業期間を
短縮する。 

 

災害復旧事業計画の種類は以下に示すとおりである。 

 

■災害復旧事業計画の種類 

(1) 公共土木施設災害復旧事業計画 

(2) 農林水産業施設災害復旧事業計画 

(3) 都市災害復旧事業計画 

(4) 上下水道災害復旧事業計画 

(5) 住宅災害復旧事業計画 

(6) 社会福祉施設災害復旧事業計画 

(7) 公立医療施設、病院等災害復旧事業計画 

(8) 学校教育施設災害復旧事業計画 

(9) 社会教育施設災害復旧事業計画 

(10) 復旧上必要な金融その他資金計画 

(11) その他の災害復旧事業計画 
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第２ 災害復旧事業に伴う財政援助及び助成計画の作成 

市は、被災施設の復旧事業計画を速やかに作成する。 

財政課は、被災施設の復旧事業計画を基に、国又は県が費用の全部又は一部を負担又は補助する

ものについては、財政援助及び助成計画を作成して、復旧事業費の査定実施が速やかに行えるよう

に努める。 

このうち、公共土木施設の復旧については、被災施設の被害の程度により、緊急の場合に応じて

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法その他に規定する緊急査定が実施されるよう必要な措置を

講じる。 

なお、災害復旧事業として採択され得る限度及び範囲は、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担

法、同施行令、同施行規則、国庫負担法事務取扱要綱、同査定方針により運営される。 

災害復旧事業費の決定は、知事の報告その他地方公共団体が提出する資料及び実施調査に基づき

決定される。 

 

■法律に基づき一部負担又は補助するもの 

① 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 

② 公立学校施設災害復旧費国庫負担法 

③ 公営住宅法 

④ 土地区画整理法 

⑤ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 

⑥ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

⑦ 予防接種法 

⑧ 都市災害復旧事業国庫補助に関する基本方針 

⑨ 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 

⑩ 県が管理している公立公園施設に関する災害復旧助成措置 

⑪ 水道法 

 

第３ 激甚災害に係る財政援助措置 

１．激甚災害の指定 

市及び県は、激甚災害が発生した場合には、災害の状況を速やかに調査し、実情を把握して早期

に「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」（昭和37年（1962年）9月6日法律

第150号）（以下、「激甚法」という。）の指定を受け、公共施設の災害復旧事業が迅速かつ円滑に

実施できるよう措置する。 

災害対策基本法に規定する著しく激甚である災害（激甚災害）の基準については、「激甚災害指

定基準」（昭和37年（1962年）12月7日・中央防災会議決定）と「局地激甚災害指定基準」（昭和43

年（1968年）11月22日・中央防災会議決定）の２つがあり、この基準により指定を受ける。 

 

２．激甚災害による財政援助措置 

激甚法により財政援助等を受ける事業は、次のとおりである。 
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■激甚法による財政援助 

援 助 区 分 財 政 援 助 を 受 け る 事 業 等 

公共土木施設災害 
復旧事業等に関する 
特別の財政援助 

① 公共土木施設災害復旧事業 

② 公共土木施設復旧事業関連事業 

③ 公立学校施設災害復旧事業 

④ 公営住宅災害復旧事業 

⑤ 生活保護施設災害復旧事業 

⑥ 児童福祉施設災害復旧事業 

⑦ 老人福祉施設災害復旧事業 

⑧ 身体障害者社会参加支援施設災害復旧事業 

⑨ 障害者支援施設等災害復旧事業 

⑩ 婦人保護施設災害復旧事業 

⑪ 感染症指定医療機関災害復旧事業 

⑫ 感染症予防事業 

⑬ 堆積土砂排除事業 

⑭ たん水排除事業 

農林水産業に関する
特別の助成 

① 農地等の災害復旧事業に係る補助の特別措置 

② 農林水産業共同利用施設災害復旧事業の補助の特例 

③ 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置の特例 

中小企業に関する 
特別の助成 

① 中小企業信用保険法による災害関係保証の特例 

② 小規模企業者等設備導入資金助成法による資付金の償還期間の特例 

③ 事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助 

その他の財政援助 
及び助成 

① 公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助  

② 私立学校施設災害復旧事業に対する補助  

③ 日本私学振興財団の業務の特例  

④ 市町村が施行する伝染病予防事業に関する特例  

⑤ 母子及び寡婦福祉法による国の貸付の特例  

⑥ 水防資材費の補助の特例  

⑦ 罹災者公営住宅建設等事業に対する補助の特例  

⑧ 産業労働者住宅建設資金融通の特例  

⑨ 小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等  

⑩ 雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例  

⑪ 上水道施設及び簡易水道施設の災害復旧事業に対する補助 

 

３．激甚災害に関する調査 

市は、県が行う激甚災害及び局地激甚災害に関する調査等について協力する。 

 



 

戸田市地域防災計画 災害復旧計画編 

 

第１章 迅速な災害復旧  第１節 災害復旧事業 

2-4 

第４ 災害復旧事業の実施 

災害により被害を受けた施設の復旧を迅速に行うため、市及び県、指定地方行政機関、指定公共

機関及び指定地方公共機関等は、実施に必要な職員の配備、職員の応援及び派遣等活動体制につい

て必要な措置を早期に行う。 

復旧事業の事業費は、事業費が決定され次第、速やかに措置されるよう県との連携を図り、復旧

事業の実施効率をあげるよう努める。 

また、復旧事業の実施に当たっては、緊急といえども関係住民に対して理解を得られるように努

める。 

なお、災害復旧工事における労働災害を防止するため、災害復旧工事現場に対し、県の監督指導

等を受けながら行う。 
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第２章 計画的な災害復興 

第１節 災害復興事業 

第１ 災害復興対策本部の設置 

被災状況を速やかに把握し、震災復興の必要性を確認した場合は、市長を本部長とする「災害復

興対策本部」を設置する。 

 

第２ 災害復興方針・計画の策定 

１．災害復興方針の策定 

市は、学識経験者、有識者、市議会議員、住民代表、行政関係職員より構成される「災害復興検

討委員会」を設置し、災害復興方針を策定する。 

方針決定後は、速やかにその内容を住民に公表する。 

 

２．災害復興計画の策定 

市は、災害復興方針に基づき、具体的な災害復興計画を策定する。 

災害復興計画では、市街地復興に関する計画、産業復興に関する計画、生活復興に関する計画並

びにその事業手法、財源確保、推進体制に関する事項について定める。 

 

第３ 災害復興事業の実施 

市は、建築基準法第84条に基づく建築制限区域を指定するため、特定行政庁（埼玉県越谷建築安

全センター）に申出を行う。その後、市は、被災市街地復興特別措置法第５条の規定による被災市

街地復興推進地域を指定し、建築行為等の制限等を行う。被災市街地復興推進地域の指定は、通常

の都市計画決定の手続と同様の手順で行う。 

市は、災害復興に関する専管部署を設置し、災害復興計画に基づき災害復興事業を推進する。災

害復興事業の実施は、技術的、財政的な支援を必要に応じて県より得ながら進める。 

また、市は、地域の復興を迅速に行うため、あらかじめ、復興手続について検討を行う。 
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第３章 生活再建等の支援 

第１節 被災者の生活確保 

第１ 被災者に対する職業斡旋等 

公共職業安定所は、災害により離職を余儀なくされた者の再就職を促進するため、離職者の発生

状況、求人、求職の動向等の情報を速やかに把握するとともに、離職者の早期再就職の斡旋を行

う。 

経済戦略室は、被災者にこれらの情報を提供する。 

 

第２ 市税等の徴収猶予及び減免の措置 

税務課、収納推進課、健康長寿課、保険年金課は、災害によって被害を受けた住民の状況に応

じ、市民税等に関して、法令及び条例の規定に基づき、申告、申請、請求、その他書類の提出又は

納付若しくは納入に関する期日の延長、地方税（延滞金等を含む）の徴収猶予及び減免の措置を行

う。 

 

■租税の減免等の種類 

① 納税期限の延長 
災害により、納税義務者等が期限内に申告その他の書類の提出又は市税を納付若
しくは納入することができないと認めるときは、当該期限の延長を行う。 

② 徴収猶予 

災害により財産に被害を受けた納税義務者等が市税を一時に納付し、又は納入す
ることができないと認められるときは、その者の申請に基づき、１年以内におい
て徴収を猶予する。なお、やむを得ない理由があると認められるときは、さらに
１年以内の延長を行う。（地方税法第15条） 

③ 減  免 被災した納税義務者に対し、該当する各税目等について減免を行う。 

 

■介護保険料の減免等の種類 

① 徴収猶予 
災害により納付義務者等が財産に著しい被害を受け、納付すべき保険料の全部又
は一部を一時に納付することができないと認められるときは、申請に基づき徴収
を猶予する。 

② 減  免 納付義務者等が災害により甚大な被害を受けた場合減免を行う。 
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■税等の減免の内容 

税   目 減 免 の 内 容 

市 民 税 
被災した納税義務者等、本人又は住宅、家財の被災の程度に応じて減免を
行う。 

固定資産税・都市計画税 被災した固定資産（土地、家屋等）の被災の程度に応じて減免を行う。 

国民健康保険税 
被災した納税義務者本人又は住宅、家財の被災の状況の程度に応じて減免
を行う。 

軽自動車税 被災した車両の被災の程度に応じて減免を行う。 

 

第３ 震災時における郵便事業に係る災害特別事務取扱及び援護対策 

１．郵便関係 

(1) 被災者に対する郵便葉書等の無償交付 

災害救助法が発令された場合、被災１世帯当たり、通常郵便葉書５枚及び郵便書簡１枚の範

囲内で無償交付する。 

なお、交付局は集配郵便局とする。 

 

(2) 被災者が差し出す通常郵便物の料金免除 

被災者が差し出す通常郵便物(速達郵便物及び電子郵便を含む)の料金免除を実施する。 

なお、取扱局は日本郵便株式会社が指定した郵便局とする。 

 

(3) 被災地あて救助用郵便物の料金免除 

日本郵便株式会社が公示して、被災者の救助等を行う地方公共団体、日本赤十字社、共同募

金会又は共同募金会連合会にあてた救助用物品を内容とする小包郵便物及び救助用又は見舞い

用の現金書留郵便物の料金免除を実施する。 

なお、引受局は全ての郵便局(簡易郵便局を含む)とする。 

 

(4) 利用の制限及び業務の停止 

重要な郵便物の送達の確保又は交通の途絶のため、やむを得ないと認められる場合は、郵便

の利用を制限し、又は郵便の業務の一部を停止することがある。 
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２．郵便貯金事業 

(1) 被災者の救援を目的とする寄附金の送金のための郵便振替の免除 

被災者の救援を目的とする寄附金の送金のための郵便振替の料金免除被災者の救助を行う地

方公共団体、日本赤十字社、共同募金会又は共同募金会連合会に対する被災者の救援を目的と

する寄附金の送付のための郵便振替の通常払込み及び通常振替の料金免除を実施する。 

 

(2) 郵便貯金業務の非常取扱い 

取扱局、取扱期間、取扱事務の範囲を指定して、非常払渡し等の非常取扱いを行う。 

なお、災害救助法が発動された場合は、支社からの指示を待たず、郵便局長限りで取扱いが

できる。 

 

３．簡易保険関係 

(1) 簡易保険業務の非常取扱い 

取扱局、取扱期間、取扱事務の範囲を指定して、保険金及び保険貸付金の非常即時払、保険

料の払込期間の延伸等の非常取扱いを行う。 

 

(2) 簡易生命保険資金による災害応急融資 

災害時において、被災地域の地方公共団体に対する簡易生命保険資金の短期融資を実施す

る。 
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第２節 被災者への融資等 

第１ 被災者台帳の作成 

１．被災者台帳の作成 

財政課、税務課、収納推進課は、災害発生時に被災者の支援を総合的かつ効率的に実施するため、

被災者に関する情報を一元整理した被災者台帳を作成する。 

 

■被災者台帳の記載（記録）内容 

(1) 氏名 

(2) 生年月日 

(3) 性別 

(4) 住所又は居所 

(5) 住家の被害その他市長が定める種類の被害の状況 

(6) 援護の実施の状況 

(7) 災害時要配慮者であるときは、その旨及び災害時要配慮者に該当する事由 

(8) その他（内閣府令等で定める事項） 

 

第２ 住家被害認定 

１．調査体制の整備 

調査班は、住家被害認定調査に向けて、庁内連携及び対応職員の確保も含めて体制を構築し、必

要に応じて、対口支援による応援職員の要請を実施する。 

 

２．自己判定方式の採用  

調査班、避難所管理班は、市内の被害概況から明らかに準半壊に至らない（一部損壊）程度の被

害に該当する家屋について、住家被害認定調査を実施せずに、被災者が撮影した写真から、り災証

明書を迅速に交付する自己判定方式の採用を検討する。 

なお、準半壊に至らない（一部損壊）判定に合意が得られない場合や、自己判定方式で提出され

た写真等で、準半壊に至らない（一部損壊）と判断できない場合、現地調査（住家被害認定）によ

り判定を実施する。 

 

■自己判定方式の実施例 

自己判定方式実施の広報 
自己判定方式を実施する場合、被災者に対して自己判定方式を実施する旨
を広報する。 

申請書類等の配布 自己判定方式を実施する被災者に対して、申請書類を配布する。 
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申請の受付 

り災証明書に係る窓口等で、申請を受け付る。 
※申請を受け付けた後、申請書類の内容を確認し、明らかに「準半壊に至
らない（一部損壊）」程度の被害であることが確認でき、本人の同意が得
られれば被害の程度が「準半壊に至らない（一部損壊）」のり災証明書を
交付する。 

 

３．被害認定調査及びり災証明書に関する広報  

調査班、避難所管理班は、被害認定調査及びり災証明書に関する広報を行う。 

 

■広報の内容 

被害認定調査に関する

広報 

①被災建築物応急危険度判定、被災宅地危険度判定、被災度区分判定や損害
保険・共済による損害調査との違い 
②被害認定調査結果について再調査が可能 
③可能な限り家屋等の被害状況について写真撮影を実施し、保存の推奨 

スケジュール等に関す

る広報 

①り災証明書の交付スケジュール 
②相談窓口 

報道機関への対応 
①報道機関に対して被害認定調査の概要、り災証明書の交付、相談窓口等を
説明 

 

４．住家被害認定調査の実施 

(1) 調査計画の作成 

調査班は、被害情報を収集し、収集した被害情報に基づいて調査対象、調査地域等調査方針

を定め、調査件数等を想定して、調査計画を作成する。 

 

(2) 資器材等の調達 

調査班は、被害認定調査で使用する資器材、調査票、車両等を確保し、被害認定調査終了後

に調査票を整理する作業スペースや打合場所を確保する。 

 

(3) 研修の実施 

調査班は、調査員に具体的な調査手法の理解や、調査結果のばらつきを極力排除するため、

被害認定調査に参加する調査員を対象に研修を実施する。 

 

(4) 住家被害認定調査の実施 

調査班は、「災害に係る住家被害認定業務 実施体制の手引き」に基づいて、被害を受けた

家屋の調査を実施する。 

また、「災害に係る住家被害認定基準運用指針」基づいて、住家の被害の程度を判定する。 

 

(5) 再調査の実施 

調査班は、避難所管理班が再調査の依頼を受け付けた場合、依頼内容を精査し、再調査が必

要と考えられる場合、該当家屋の再調査を実施する。 
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第３ り災証明書の発行 

１．発行体制の整備 

避難所管理班は、り災証明書の交付に向けて、庁内連携及び対応職員の確保も含めて体制を構築

し、必要に応じて、対口支援による応援職員の要請や臨時アルバイトの雇用を実施する。 

 

２．発行環境の整備  

避難所管理班は、被災者生活再建支援システムの稼働準備を実施するとともに、パソコン、複合

機等の機器類や電話、り災証明書の申請書等を用意する。 

また、り災証明書の発行会場は、次の条件を満たす施設を確保する。 

 

■り災証明書の発行会場の条件 

① 被災者再建支援システムが使用可能であること。 

② パソコン等の必要な機器が整備されているか、又は機器の搬入が容易な場所であるとともに、必要

な電源が確保されていること。 

③ 大勢の被災者が同時期に集まっても十分な空間があり、安全を確保することができること 

④ 感染症対策の観点から受付会場内の換気や被災者同士の距離の確保ができること。 

 

３．交付会場の設営  

避難所管理班は、確保した会場のレイアウトを検討し、申請書の記入場所、申請書の提出窓口、

調査結果の提示とり災証明書の交付スペース、判定に関する相談窓口、職員が休養するためのバッ

クヤード、調達した資器材等を設置する。 

 

４．り災証明書の発行 

避難所管理班は、被災者からり災証明発行の申請があった場合、「災害に係る住家被害認定業務 

実施体制の手引き」に基づいて遅滞なくり災証明書を発行する。 

証明する範囲は、災害対策基本法第２条第１号に規定する災害で、次の事項について証明する。 

 

■り災証明の範囲 

(1) 家屋の全壊、流失、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、準半壊に至らない（一部損壊） 

 

５．再調査の受付 

避難所管理班は、被災者に調査結果を説明した際に、理解を得られない場合、再調査の申請受付

を行う。再調査の申請を受け付けた場合、調査班に連絡する。 
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第４ 被災者個人への融資 

１．生活福祉資金 

埼玉県社会福祉協議会は、戸田市社会福祉協議会の協力を得て、災害救助法が適用にならない災

害によって被害を受けた低所得世帯に対して災害援護資金及び住宅資金の貸付けを予算の範囲内で

行う。 

なお「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づく災害援護資金の貸付対象となる世帯は、原則

としてこの資金の貸付対象とならない。 

 

２．住宅復興資金 

住宅金融支援機構は、地震等の大災害により住宅に被害を受けた者に対し「独立行政法人住宅金

融支援機構法」に基づき、災害により住宅を失い、又は破損した者が住宅の建設、補修、購入、宅

地整備等を行えるよう災害住宅復興資金を融資する。 

 

３．災害弔慰金・災害障害見舞金の支給及び災害援護資金の貸付 

(1) 災害弔慰金 

福祉総務課は、「戸田市災害弔慰金の支給等に関する条例」に基づき、自然災害により死亡

した市民の遺族に対し災害弔慰金を支給する。 

 

(2) 災害障害見舞金 

福祉総務課は、「戸田市災害弔慰金の支給等に関する条例」に基づき、自然災害により精神

又は身体に著しい障害を受けた市民に対して災害障害見舞金を支給する。 

 

(3) 災害援護資金 

福祉総務課は、「戸田市災害弔慰金の支給等に関する条例」に基づき、自然災害により被害

を受けた世帯の世帯主に対して災害援護資金を貸付ける。 
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第５ 被災中小企業への融資 

経済戦略室は、災害により被害を受けた中小企業が再建と経営の安定を図るため、一般金融機関

及び政府系金融機関により災害復旧に必要な資金並びに事業費の融資を促進する。 

また、中小企業団体等を通じて特別措置等の周知を図る。 

■被災中小企業への融資制度 

(1) 被災中小企業者に対する復興資金の貸付 

(2) 県中小企業関係制度融資にかかる貸付金の償還期間の特例 

(3) 中小企業近代化資金等助成法による貸付金償還期間の特例 

(4) 埼玉県信用保証協会による罹災補償の別枠の設定 

(5) 株式会社日本政策金融公庫の復旧資金融資  等 

 

第６ 被災農林漁業関係者への融資等 

経済戦略室は、災害により被害を受けた農業者に対し、県、協同組合等の協力を得て災害復旧融

資制度の広報等の支援策を行う。 

■貸付金の種類 

(1) 天災融資法第２条第１項の規定に基づく融資 

(2) 自作農維持資金融通法による融資 

(3) 埼玉県農業災害特別措置条例による融資 

(4) 農業災害補償による補償 

(5) 株式会社日本政策金融公庫の復旧資金融資  等 
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第７ 義援金の受入・配分計画 

１．義援金の受入 

福祉総務課は、義援金受付窓口を設置し、受付記録を作成して保管の手続を行うとともに、寄託

者に受領書を発行する。義援金は被災者に配分するまでの間、指定金融機関に専用口座をつくり保

管する。 

また、日本赤十字社埼玉県支部、インターネット等を通じて募集を依頼する。 

 

２．義援金の配分 

福祉総務課は、災害義援金配分委員会を組織し、被災者数、被災者世帯数、被災状況等を考慮し

て義援金の配分を決定する。 

また、県又は日本赤十字社奉仕団等関係団体の協力を得て被災者に分配する。 
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第３節 被災者生活再建支援制度等 

第１ 被災者生活再建支援制度の活用 

風水害等の自然災害により、その生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、被災者生活再建支援

法に基づき、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金が支給

される。 

 

■被災者生活再建支援制度の概要 

対 象 災 害 
自然災害（暴風、豪雨、豪雪、高潮、洪水、地震、津波、噴火、その他の異常な自

然現象より生ずる災害） 

対象災害の規模 

政令で定める自然災害 

① 災害救助法施行令第１条第１項第１号又は第２号のいずれかに該当する被害
が発生した市町村における自然災害 

② 市町村において 10以上の世帯の住宅が全壊した自然災害 

③ 県において 100以上の世帯の住宅が全壊した自然災害 
④ ①又は②の市町村を含む都道府県で、５世帯以上の住宅が全壊する被害が発

生した市町村（人口１０万人未満に限る）における自然災害 
⑤ ５世帯以上の住宅が全壊する被害が発生し、①～③の区域に隣接する市町村

（人口１０万人未満に限る）における自然災害 

支援対象世帯 

住宅が全壊（全焼・全流失等）した世帯その他これに準ずる程度の被害を受けたと
認められる世帯として政令で定めるもの 

① 住宅が全壊した世帯 

② 住宅が半壊し、又は敷地に被害が生じ、倒壊防止等やむを得ない事由により住
宅を解体した世帯 

③ 災害が継続し、長期にわたり居住不能な状態が継続することが見込まれる世帯 

④ 大規模半壊の被害を受けたと認められる世帯 

⑤ 中規模半壊の被害を受けたと認められる世帯 

※全壊：損害割合50％以上 

 半壊：損害割合20％以上50％未満 

 大規模半壊：損害割合40％以上50％未満 

 中規模半壊：損害割合30％以上40％未満 

支 給金の額 

支給額は、以下の２つの支援金の合計額となる。 

（※世帯人数が１人の場合は、各該当欄の金額の３／４の額） 

① 住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金） 

住宅の被害程度 全  壊 解  体 長期避難 大規模半壊 

支 給 額 100万円 100万円 100万円 50万円 

② 住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金） 

＜全壊等＞ 

住宅の再建方法 建設・購入 補修 賃借（公営住宅以外） 

支 給 額 200万円 100万円 50万円 

＜中規模半壊＞ 

住宅の再建方法 建設・購入 補修 賃借（公営住宅以外） 

支 給 額 100万円 50万円 25万円 

 

※一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入（又は補修）する場合
は、差額を支給 
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■埼玉県・市町村半壊特別給付金の概要 

対 象 災 害 
自然災害（暴風、豪雨、豪雪、高潮、洪水、地震、津波、噴火、その他の異常な

自然現象より生ずる災害） 

対象災害の規模 
自然災害の規模は問わない。ただし、対象は災害救助法が適用とならなかった地

域に限る。 

支援対象世帯 
埼玉県・市町村生活再建支援金及び埼玉県・市町村半壊特別給付金に関する要綱第
２条第１項(2)オで定める住家が半壊した世帯 

給 付金の額 

 

補修 賃借（公営住宅以外） 

50万円 25万円 

※世帯の人数が１人の場合は、各該当欄の金額の３／４の額 

 

市 の 対 応 

① 住宅の被害認定 

② り災証明書等必要書類の発行 

③ 被災世帯の支給申請等にかかる窓口業務 

④ 支給申請書等の必要書類のとりまとめ、第１次審査及び県への書類送付 

県 の 対 応 

① 被害状況のとりまとめ 

② 支給申請書等の受領、審査（第２次）、支給の可否の決定 

③ 被災世帯主へ支給可否の決定通知、申請受理市町村へ決定通知の写し送付 

④ 被災世帯主へ給付金の支給 

⑤ 各市町村へ本支援制度に係る負担金の請求 

⑥ 申請期間の延長決定 
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